
附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
府
令
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日

（
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す

る
法
律
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
九
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る

改
正
前
の
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
及
び
別
記
様
式
第
一
か

ら
別
記
様
式
第
四
ま
で
に
規
定
す
る
様
式
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。


